
（注）一般拠出金は労働保険料に比べ少額であるため、概算払い制度を採用しておりません。そのた
め、確定納付のみの手続となります。

　　　また、算定の基礎となるのは前年度の賃金総額ですが、申告・納付していただくのは当年度分
の一般拠出金となります。例えば令和５年度の年度更新（R５.６.１～R５.７.1０）で申
告・納付していただく一般拠出金については、令和４年度の賃金総額を基に算定した額を令
和５年度に申告・納付していただくこととなります。


